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中野区国民保護計画骨子案        資 料 ４  
 
 

第１編  総  論 
 
第１章 区の責務、計画の位置づけ、構成等 

区は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための

措置を的確かつ迅速に実施するため、以下のとおり、区の責務を明らかにするととも

に、区の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。 

 
 
第２章 国民保護措置に関する基本方針 

 
区は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項につ

いて、以下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。 

 
 
第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 区は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国

民保護法における区の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓口をあらかじめ把

握しておく。 

 
 
第４章 区の地理的、社会的特徴 

 
区は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、その地理的、社会的特徴等に

ついて確認することとし、以下のとおり、国民保護措置の実施に当たり考慮しておく

べき区の地理的、社会的特徴等について定める。 

 
 
第５章 区国民保護計画が対象とする事態 

  区国民保護計画においては、以下のとおり都国民保護計画において想定されている

武力攻撃事態４類型及び緊急対処事態４類型を対象とする。また、それぞれの類型に

おいて、ＮＢＣ兵器等を用いた攻撃が行われる可能性があることも考慮する。 

＊Ｎ：核（物質）Nuclear Ｂ：生物剤Biological Ｃ：化学剤Chemical 
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第２編 平素からの備えや予防 
 
第１章 組織・体制の整備等 
 
 第１ 区における組織・体制の整備 

 
区は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要

な組織及び体制、職員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから、以

下のとおり、各部の平素の業務、職員の参集基準等について定める。 

 
 

第２ 関係機関との連携体制の整備 

 
区は、国民保護措置を実施するに当たり、国、都、他の市町村、指定公共機関、

指定地方公共機関その他の関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠である

ため、以下のとおり、関係機関との連携体制整備のあり方について定める。 

 
 

第３ 通信の確保 

 
 
 第４ 情報収集・提供等の体制整備 

 

 
  区は、武力攻撃事態等において、国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の

通知及び伝達、被災情報の収集・報告、安否情報の収集・整理等を行うため、情報

収集・提供等の体制整備のために必要な事項について、以下のとおり定める。 

 

 
 
 第５ 特殊標章等の交付又は使用許可に係る体制の整備 
 

区は、武力攻撃事態において、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する

特殊標章及び身分証明書（以下「特殊標章等」という。）を交付することとなる。

このため、これら標章等の交付等に係る体制の整備のために必要な事項を、以下の

とおり定める。 

 
 区は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、

非常通信体制の整備等による通信の確保が重要であることから、以下のとおり、非

常通信体制の整備等について定める。 
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 第６ 研修及び訓練 
 
 区職員は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることから、研

修を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な訓

練を通じて武力攻撃事態等における対処能力の向上に努める必要がある。 
このため、区における研修及び訓練のあり方について必要な事項を、以下のとお

り定める。 

 
 
第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 
 

 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関して必要な事

項について、以下のとおり定める。 

 
 
第３章 物資及び資材の備蓄、整備  

 
区が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、以下のとお

り定める。 

 
 
第４章 国民保護に関する啓発  

 
武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、住民が国民保護に関する正し

い知識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動する必要があることから、

国民保護に関する啓発や武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓

発のあり方について必要な事項を、以下のとおり定める。 
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第３編 武力攻撃事態等への対処 
 
第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置  

 区は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、住民の

生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要とな

る。 
また、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要と

なることも考えられる。 
このため、かかる事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速 

に集約・分析して、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性に 
かんがみ、区の初動体制について、以下のとおり定める。 

 
 
第２章 区対策本部の設置等 

 
 区は、区対策本部の設置指定があった場合、区対策本部を迅速に設置し、区域にお

ける国民保護措置を総合的に推進する必要があることから、区対策本部を設置する場

合の手順や区対策本部の組織、機能等について、以下のとおり定める。 

 
第３章 関係機関相互の連携 

 
 区は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、都、他の区市町村、指定

公共機関及び指定地方公共機関その他関係機関と相互に密接に連携することとし、そ

れぞれの関係機関と区市町村との連携を円滑に進めるために必要な事項について、以

下のとおり定める。 

 
第４章 国民の権利利益の救済に係る手続き 

 
 区は、国民保護措置に伴い発生した損失補償等、国民の権利利益の救済に係る手続

きを迅速に処理するために必要な事項について、以下のとおり定める。 

 
 
第５章 警報及び避難の指示等 
 第１ 警報の伝達等 

 
 区は、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体及び財産を保護するため、警

報の内容の迅速かつ的確な伝達及び通知を行うことが極めて重要であることから、

警報の伝達及び通知等に必要な事項について、以下のとおり定める。 
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第２ 避難住民の誘導等  

 
 区は、都の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行

うこととなる。区市町村が住民の生命、身体、財産を守るための責務の中でも非常

に重要なプロセスであることから、避難の指示の住民等への伝達及び避難住民の誘

導について、以下のとおり定める。 

 

 
 
第６章 救援、要援護者の支援  

 
○ 区長は、事務の委任を受けた場合、国民保護法による救援の程度及び方法の基

準及び都国民保護計画の内容に基づき救援の措置について、以下のとおり定める。 

○ 要援護者の支援について、個人情報の保護に配慮しつつ、緊急事態であること

に留意し、適切な方法や効果的な手法による避難等を講ずる旨、以下のとおり定

める。 
 
 
第７章 安否情報の収集・提供 
 

 
区は、安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、他の国民保護措置の実施状

況を勘案の上、その緊急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理

及び報告並びに照会への回答について必要な事項を以下のとおり定める。 

 
 
第８章 武力攻撃災害への対処 
 
 第１ 武力攻撃災害への対処  

 
区は、武力攻撃災害への対処においては、災害現場における通常の対応とともに、

特殊な武力攻撃災害への対応、活動時の安全の確保に留意しながら他の機関との連

携のもとで活動を行う必要があり、武力攻撃災害への対処に関して基本的な事項を、

以下のとおり定める。 

 
 
 第２ 応急措置等 

 
区長は、武力攻撃災害が発生した場合において、特に必要があると認めるときは、

自らの判断に基づき、退避の指示や警戒区域の設定を行うことが必要であり、それ

ぞれの措置の実施に必要な事項について、以下のとおり定める。 
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第３ 生活関連等施設における災害への対処等  

 
○ 区は、生活関連等施設などの特殊な対応が必要となる施設について、国の方針

に基づき必要な対処が行えるよう、国、都その他の関係機関と連携した区市町村

の対処に関して、以下のとおり定める。 

○ また、警察・消防等の関係機関と協力し、生活関連等施設の管理者による、主

体的な安全確保のための取組みを促進する。 
 
 

第４ ＮＢＣ攻撃による災害への対処等 
 

 
区は、ＮＢＣ攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置

を講ずる。このため、ＮＢＣ攻撃による災害への対処に当たり必要な事項について、

以下のとおり定める。 
 
 
 
第９章 被災情報の収集及び報告  

 
 区は、被災情報を収集するとともに、都知事に報告することとされていることか

ら、被災情報の収集及び報告に当たり必要な事項について、以下のとおり定める。 

 
 
 
第１０章 保健衛生の確保その他の措置  

 
 区は、避難所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の

処理を適切かつ迅速に行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措

置に必要な事項について、以下のとおり定める。 

 
 
 
第１１章 国民生活の安定に関する措置  

 
  区は、武力攻撃事態等においては、水の安定的な供給等を実施すること（水道事

業を営まない団体にあっては「生活基盤等を確保すること」）から、国民生活の安

定に関する措置について、以下のとおり定める。 
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第４編 復旧等 
 
 
第１章 応急の復旧  

 
区は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生した

ときは、一時的な修繕や補修など応急の復旧のため必要な措置を講じることとし、

応急の復旧に関して必要な事項について、以下のとおり定める。 

 
 
 
第２章 武力攻撃災害の復旧  

区は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生した

ときは、武力攻撃災害の復旧を行うこととし、武力攻撃災害の復旧に関して必要な

事項について、以下のとおり定める。 

 
 
 
第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等  

 
区が国民保護措置の実施に要した費用については、原則として国が負担すること

とされており、国民保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項に

ついて、以下のとおり定める。 
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第５編 大規模テロ等（緊急対処事態）への対処 
 

 ○ 大規模テロ等（緊急対処事態）において実施する緊急対処保護措置は、武力攻撃

事態における国民保護措置（住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等）の内

容・手続き等に準じる。 
○ 本章では、テロ等が突発的に起きることを考慮し、「初動対応力の強化」「平時

における危機情報の監視」「大規模テロ等の発生時の対処」等に関して特に必要な

事項を記載する。 

 
第１章 初動対応力の強化 
 

 ○ テロ等の発生時、住民等の避難や救助等を迅速に行うため、区市町村が管理す

る施設、大規模集客施設（イベント施設、スポーツ施設、ターミナル駅等）及び

ライフライン施設等の初動対応力の強化を図る。 
○ 平素及びテロ等の発生時、区、区市町村が管理する施設、大規模集客施設及び

ライフライン施設等の管理者、当該区市町村を管轄する警察・消防・自衛隊等関係

機関等が連携協力して対処する体制を構築する。 

 
第２章 平時における警戒・監視  

 ○ 区は、常にテロ等の兆候や危機情報の把握に努め、必要に応じて警戒対応を行

う。 

 
第３章 発生時の対処  

 ○ 区は、大規模テロ等が発生した場合、国による区市町村対策本部の設置指定の

有無にかかわらず、都及び警察・消防・自衛隊等関係機関と緊密に連携協力し、

住民等の避難、救援、災害対処等の初動対処に全力を挙げて取り組む。 
○ 国による事態認定や区市町村対策本部の設置指定が行われていない段階では、

区災害対策本部等を設置し、災害対策のしくみを活用して対処するなどにより緊

急対処保護措置に準じた措置を行う。 

 

第４章 大規模テロ等の類型に応じた対処  

 ○ 区は、大規模テロ等の類型に応じ、特に次の事項に留意して対処する。 

 


